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安中市中小企業者緊急経営支援助成金について
　市では、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、経営状況が悪化している中小企業者を支援す
るため、一律１０万円の助成金の交付を行います。詳しくは、次のとおりです。

【対象者】
・市内に本社、本店、主たる事業所を有する事業者（個人事業者も含む）で、令和２年４月３０日以前か　
　ら継続して対象事業を営んでいるもの、または令和２年５月１日時点で安中市に住民登録があり市外で
　対象事業を営んでいる個人事業者 ( 支店、またはフランチャイズ店を営む事業者は除く）
・本助成金の交付を受けた後も企業活動を継続する意欲があること
・市税の滞納がないこと（新型コロナウイルス感染症拡大に伴い徴収が猶予されているものは除く）
※上記以外にも条件があります。詳細は市ホームページをご覧ください。

【対象業種】運輸業（道路旅客運送業、道路貨物運送業に限る）、卸売業、小売業、宿泊業、飲食サービス
業、生活関連サービス業、娯楽業
※対象業種の詳細は市ホームページでご確認ください。

【助成金】１事業者につき１０万円（助成は１事業者あたり一度のみです）
※本助成金は、課税対象となりますので、必要な税務申告をお願いします。

【申請書類・申請方法】申請書類（申請書、請求書）は市ホームページからダウンロードしていただき、
必要事項を記入して、　　地域創造課商工労働係宛に、原則郵送での申請をお願いします（郵送料は申請
者負担でお願いします）。
　なお、申請書類は、　　総合案内、　　地域創造課窓口にも配置してあります。また、ご連絡いただけれ
ば、郵送します。

【申請期間】　令和２年９月３０日（水）まで
【申請書の提出先】〒 379-0292　安中市松井田町新堀 245　安中市役所地域創造課商工労働係宛て
【問合せ】　　地域創造課商工労働係（☎内線２６２１・２６２７）
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 安中市の公式ツイッターで市政情報を発信しています。ご活用ください。 https://twitter.com/Annaka_City

　　７月の市民課休日窓口　

【日　時】　７月５日・１９日（日）　（第１・３日曜日）
　　　　　 午前８時３０分～正午

【場　所】 　 本 市民課
【業務内容】 〇住民票の写しの発行
　　　　　 〇戸籍謄本・抄本の発行
　　　　　 〇印鑑証明書の発行
　　　　　 〇その他市民課取り扱いの各種証明書の発行
※毎週水曜日は、午後７時まで窓口延長しています。

感染症を予防するためには、「手洗い」をしっかりとすることが大切です。
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安中市事業継続給付金について
　市では、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、事業収入が著しく減少し、企業活動に支障が生
じている事業者の事業継続を支援するため、事業継続給付金を交付します。

【対象者】
・令和 2 年 4 月 1 日時点で、市内に本社もしくは本店、主たる事業所を有する事業者（個人事業者を含む）、
  または市民のうち市外で企業活動を行っている個人事業者
・令和元年 12 月 31 日以前から、継続して事業を営み事業収入があること（ただし、事業所の支店などは除く）。
・令和 2 年 1 月から 12 月までの間で、前年同月比で事業収入額が 30％以上減少した月があり、年間の
　事業収入が法人は 20 万円以上、個人事業者は 10 万円以上減少する見込みであること。
※上記以外にも条件がありますので、市のホームページをご覧ください。

【給付額】
・法人：1 事業者あたり 20 万円、個人事業者：1 事業者あたり 10 万円（1 事業者あたり１度のみ給付）。
※本給付金は、課税対象となりますので、必要な税務申告をお願いします。

【給付金の使途】企業活動の維持、継続に必要な費用
【申請書類・申請方法】
○申請書類（申請書、請求書）は、市ホームページからダウンロードできます。　　総合案内、　   地域
　創造課窓口にも配置してあります。また、ご連絡いただければ、郵送します。
○申請書類に必要事項を記入し、前年の収入が確認できる書類（確定申告書類の写しなど）と今年の対象
　月の収入が確認できる書類（売上台帳など）を添えて、下記提出先に、郵送で申請をお願いします（郵　
　送料は申請者負担でお願いします）。

【申請期間】令和 3 年 2 月 26 日（金）まで
【申請書の提出先】〒 379-0292 安中市松井田町新堀 245 　安中市役所地域創造課商工労働係　宛て
【問合せ】　　  地域創造課商工労働係（☎内線２６２１・２６２７）
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持続化給付金について
　国では、新型コロナウイルス感染症の影響で売上げが前年同月比で 50％以上減少している事業者を対
象に、中小法人などの法人は２００万円、フリーランスを含む個人事業者は１００万円を上限に、持続化
給付金を給付しています。必要書類、申請方法などの詳細については、経済産業省のホームページで案内
していますので、ご確認ください。

【問合せ先】持続化給付金事業コールセンター （☎ ０１２０- １１５- ５７０）　
　IP 電話専用回線 （☎０３- ６８３１- ０６１３）
　午前 8 時 30 分～午後 7 時（6 月は毎日、7 ～ 12 月は土曜、祝日を除く各日。8 月以降は午後 5 時まで）
○持続化給付金申請ホームページ　https://www.jizokuka-kyufu.jp

市税の徴収猶予特例制度について
　新型コロナウイルス感染症の影響により納税者の収入が減少している状況を鑑み、徴収猶予特例制度を
設けました。該当する税目は、「令和２年２月１日から令和３年１月 31 日までに納期限が到来する」も
のです。下記要件のすべてに該当する場合に徴収猶予の特例が適用されます。
①令和２年２月から納期限までの１か月以上の期間において、収入が前年同月比で 20％以上減少した場合
②納期限までに納付困難と認められる場合

【申請手続】下記書類を用意し、来庁または郵送にてお申込ください。
①申請書　
②令和２年２月以降収入が減少していることを証明する書類および前年同月の同書類
③申請時点での現預金額を証明する書類　
④申請時より６か月以内に予想される経常支出および臨時支出の金額を証明する書類

【送付先】〒 379-0192 安中市安中１-23-13　安中市役所収納課収納整理係　宛て
【問合せ】　　収納課（☎内線１０８３・１０８４）
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～快適な生活環境をつくるために、飼い主一人ひとりの自覚と責任ある行動を～　　
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補助対象者 ・空き家（建物）の所有者　・空き家（建物）の所有者の相続人　・市税を滞納していない人
・共有者や相続人が複数いる場合は、全員から除却の同意を得ている人

補助対象空き家 ・補助対象者個人や被相続人が所有し、空き家である戸建て住宅（店舗併用住宅含む）
※未登記、所有権以外の権利が設定されている空き家は対象外です。

補助対象工事 ・空き家本体の解体撤去、処分工事　
・空き家の基礎、排水管などの地下埋設物の解体撤去、処分工事
・空き家に付属する車庫、塀、植木、庭石などの解体撤去、処分工事
・解体撤去後の埋め戻し、簡易な整地（舗装は除く）
・空き家に残っている家財道具の撤去処分
・令和３年３月３１日（水）までに完了する工事　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・市内の業者に発注して行う工事
※空き家に付属する倉庫や車庫などのみの除却は対象外です。
※業者は市内に本社（本店）がある法人か、市内に住所がある個人業者に限ります。

補助金額 ・補助対象経費の３分の１（1,000 円未満切り捨て）
・限度額２０万円

補助件数 ３０件程度　※先着順です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
※申請が予算額に達した時点で、申請の受け付けを終了します。

申請書類 配布場所：　  地域創造課
※申請書類は、６月１５日（月）から配布を開始します。
※申請書類は、市ホームページからもダウンロードできます。

申請受付 受付期間：７月１３日（月）～１２月２８日（月）（必着）
受付場所：　  地域創造課（　　での受付はありません）
受付時間：午前８時３０分～午後５時１５分（閉庁日を除く）
・見積書、工事前の写真、登記事項証明書など、所定の書類を添えて申請してください。
※書類は郵送でも受け付けします。

注意事項 ・すでに着工または完了している除却工事は対象外です。
・申請できるのは、１空き家につき１人です。
・補助金の交付は、申請者につき、１回限りです。
・空き家を解体する前に、必ず　   地域創造課に相談してください。

～空き家除却工事の費用の一部を補助します～
安中市空家除却費補助金のご案内

　市では、地域の良好な景観を守り、安全で安心な暮らしを送るため、自発的に空き家を除却（解体）する人に、
その費用の一部を補助する事業を実施します。

【問合せ】　　地域創造課地域政策係（☎内線２６３２）

・空き家に付属する車庫、塀、植木、庭石などの解体撤去、処分工事

・令和３年３月３１日（水）までに完了する工事　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 

７月の無料法律相談
日　　　時 場　　所

   ３日（金） 午後１時～４時 　     第１相談室
１７日（金） 午後１時～４時 　　  第２相談室

７月の行政相談
日　　　時 場　　所

    ２日（木） 午前９時～ 11 時 30 分 　第２相談室
    ６日（月）午後 1 時 30 分 ～ ４時 　第５会議室
１６日（木）午前９時～ 11 時 30 分     第２相談室

【予約・問合せ】  本   市民生活課相談支援人権係（☎内線１２０７）

※予約の必要はありません。直接会場へお越しください。
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、相談が中止
　となる場合があります。

本

本本

※要予約（予約状況によっては翌月以降になること
    があります。）
※相談回数は、相談者 1 人につき、当該年度２回まで
 （同じ相談内容についての複数回の利用はできません。）
※場所は変更となる場合があります。

本松   

松 本   

◆犬・猫の糞の片づけは飼い主の責任です◆　



〔4〕

　

　

　 本 ＝本庁舎　松＝松井田庁舎　 谷 ＝谷津庁舎　 ク ＝碓氷川クリーンセンター　 ス ＝スポーツセンター　                令和 2 年６月１５日号 

本   

ク   

ク   

生ごみの水切り器を無料でお渡ししています
　安中市環境保健自治団体連合会では６月から、生ごみの水切り器を安中市在住の世帯を対象に無料で
お渡ししています。ご希望の人は、環自連事務局窓口（　　環境政策課（碓氷川クリーンセンター）・
総務管理課）までお越しください。※数に限りがあります。終了の際はご了承ください。

【お渡しする水切り器の使い方】（ひと押しで 5 ～ 10％程度の水切りができます）　　　　　　　

〇生ごみの７割以上は水分と言われています。生ごみの水切りを行うことで、簡単にごみの減量をするこ　　
　とができます。
〇調理の際、野菜の使えない部分は洗う前に切り落とすなど、できるだけ濡らさないようにして、生ごみ　
　を出すときは、ひと手間かけてひと絞りして水分を減らしましょう。
〇絞りにくいもの（スイカの皮など）や絞った後の生ごみを乾かすと、より減量することができます。
〇生ごみの水分を切ることで、悪臭の軽減や、ごみを燃やす際のエネルギーの節約にもつながります。
〇生ごみの水切り（ごみの減量）にご協力ください。

【問合せ】 　　環境政策課環境推進係（☎内線 1882）または　　総務管理課管理係（☎内線 2114）

排水口に溜まった生ごみを
上から押さえつける。

水切り袋 ･ ネットに溜まった
生ごみを上から押さえ付ける。

三角コーナーに溜まった
生ごみを上から押さえつける。

新婚世帯の新生活を応援「安中市結婚新生活支援補助金」のお知らせ
　市では、新婚世帯を対象に住居費および引越し費用の一部を補助しています。該当する人は、事前にご
相談ください。

【対象となる世帯】（下記のすべてに該当）
①令和２年１月１日から令和３年３月 31 日までに婚姻届を受理された夫婦が属する世帯
②夫婦の令和元年分の所得の合計額が 340 万円未満であること（離職した者は含めない）
③申請時点において、夫婦の一方が安中市の区域内に所在する当該住宅に居住し、かつ本市の住民基本
　台帳に記録されている者であること
④他の公的な制度による支援を受けていないこと
⑤他の自治体などによるこの告示と同様の趣旨の補助金などの交付を受けていないこと
⑥過去にこの告示による補助金の交付を受けていないこと
⑦夫婦が本市の税を滞納していないこと
⑧夫婦の一方が婚姻の時点において 50 歳未満であること
⑨世帯の全員が安中市暴力団排除条例に規定する暴力団員などでないこと
⑩安中市移住支援金支給要綱に基づく移住支援金の支給を受けていないこと

【対象となる費用】令和２年 1 月 1 日から令和３年 3 月 31 日までの間に支出したものに限ります。
○住居費…新規の住宅取得費用または新規の住宅賃借費用（夫婦が同居を開始した後に生じた賃料
　（勤務先からの住宅手当の額を除く）、敷金、礼金、共益費、仲介手数料）
○引越し費用…引越し業者または運送業者に支払った費用

【補助金額】1 世帯あたり上限 24 万円
【申請期間】令和３年 3 月 31 日まで（申請受付中）　※要事前相談
【申込み】所定の申請書類を作成し、必要書類を添えて、直接　　市民生活課へ
※申請書類など詳しい資料は、　　市民生活課にあります。市ホームページからダウンロードもできます。
　詳しくは市ホームページをご覧ください。

【問合せ】　　市民生活課相談支援人権係（☎内線１２０８）

松
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燃えるごみ袋は、感染拡大防止のため、しっかり空気を抜いてからごみステーションに出してください。
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電話のかけ間違いにご注意ください

特別定額給付金室　☎０２７- ３８２- １１１１（内線 2504・2505)

　　　　おかけ間違いにより、一般の人へご迷惑をおかけする事象が発生しています。　　　　　
　　　 　電話番号をよくお確かめのうえ、おかけ間違いのないようお願いします。

松

　
       風しんの抗体検査・予防接種を受けましょう

〇風しん追加的対策（抗体検査・第５期予防接種）について
　対象者：昭和３７年４月２日～昭和５４年４月１日生まれの男性

　風しんからご自身と周りの人たちを守るためにも、クーポン券をまだ利用していない人はまず抗
体検査を受けていただき、検査の結果十分な抗体がないと診断された人は定期予防接種を受けま
しょう。また、皆さんの周りに対象の男性がいましたら、ぜひお声かけをお願いします。
　なお、昨年度のクーポン券未利用の人を対象に、有効期限を変更した新しいクーポン券（有効期
限令和４年３月まで）を今年３月末に発送しましたので新しいクーポン券を利用してください。ま
た、昨年度のクーポン券がお手元にある場合は、お手数ですが破棄をお願いします。
昨年度のクーポン券発行者数：６，５６６人

　【令和２年３月までの実施状況】
　・風しん抗体検査実施者数　１，６２４人
　　うち　十分な抗体がなかった人（定期予防接種の対象）･･･ ４９４人
　　　　　抗体があった人（定期予防接種の非対象）･･･ １，１３０人
　・風しん第５期定期接種（麻しん風しん混合ワクチン）接種者数　４３６人

【問合せ】 　　健康づくり課予防係（☎内線１１７２）
 

本   

群馬県狩猟免許試験・講習会実施のお知らせ
　

群馬県狩猟免許（わな猟）の試験が下記のとおり実施されます。今年度も松で行われますので、アライ
グマやハクビシンなどの有害鳥獣による被害でお困りの人はぜひご検討ください。また、市内在住者のわ
な免許の取得については、受験にかかわる費用の受験補助制度もありますので併せてご活用ください。網
猟およびわな猟免許は、18 歳から受験することができます。18 歳・19 歳の人は、わな猟免許の受験手
数料が免除されます。新型コロナウイルスの感染拡大防止のため試験が中止または延期となる可能性が
ありますのでご承知おきください。詳しくは、西部環境森林事務所へお問い合わせください。
  
        

※午前９時（桐生市中央公民館の会場は午前９時30分）から受験者を対象とした講習会を開催します。
※当日は、受験票・筆記用具・昼食をご用意ください。
※その他の狩猟免許試験の日程についてはお問い合わせください。

【受験費用】５，２００円
【申込み・問合せ】・試験日程および申込について　西部環境森林事務所（☎３２３－４０２１)
　　　　　　　　・受験補助制度、申請書について         農林課林政鳥獣対策係（☎内線２６１９）  

試 験 日 会 場 実施判断期限 申込み期限

　 　 ８月　６日（木） 松井田庁舎 　６月２６日（金）   ７月２７日（月）

　  １１月１８日（水） 桐生市中央公民館 １０月　６日（火）  １１月  ６日（金）

　  １２月２４日（木） 富岡市役所 １１月１０日（火） １２月１４日（月）

　３年 ２月１０日（水） 農林大学校研修館 １２月 １８日（金）   ３年１月２９日（金）

　　　　　　　安中市ホームページ　https://www.city.annaka.lg.jp
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Ｎ
Ｏ
Ｓ
Ａ
Ｉ
か
ら
の
お
知
ら
せ

﹁
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
﹂

に
よ
る
収
入
減
少
も
補
償
し
ま
す

　

収
入
保
険
は
、
す
べ
て
の
農
産
物
を
対
象

に
、
農
業
者
の
経
営
努
力
で
は
避
け
ら
れ
な

い
様
々
な
リ
ス
ク
に
よ
る
収
入
減
少
を
補
償

す
る
制
度
で
す
。

青
色
申
告
を
行
っ
て
い
る
農
業
者（
個
人
・

法
人
）
が
加
入
対
象
で
、
自
然
災
害
や
市
場

価
格
の
低
下
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感

染
拡
大
防
止
対
策
の
影
響
な
ど
、
収
入
減
少

を
総
合
的
に
補
償
し
ま
す
。

　

詳
し
く
は
、
最
寄
り
の
農
業
共
済
組
合
に

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※
す
で
に
ご
加
入
の
人
は
、
現
在
の
新
型
コ

ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
拡
大
防
止
対
策
の
影

響
に
よ
る
収
入
減
少
も
補
償
と
な
り
ま
す
。

【
問
合
せ
】
Ｎ
Ｏ
Ｓ
Ａ
Ｉ
ぐ
ん
ま
高
崎
支
所　
　
　
　
　

（
☎
０
２
７
‐
３
４
４
‐
２
１
８
１
）

Ｎ
Ｏ
Ｓ
Ａ
Ｉ
ぐ
ん
ま
本
所
収
入
保
険
課　

（
☎
０
２
７
‐
２
５
１
‐
５
６
３
１
）

本 ＝本庁舎　松＝松井田庁舎　 谷 ＝谷津庁舎　 ク ＝碓氷川クリーンセンター　 ス ＝スポーツセンター 令和 2 年６月１５日号

本   

本   

   

６
月
は
廃
棄
物
適
正
処
理

   

推
進
強
化
月
間
で
す

   

不
法
投
棄
に
注
意
し
ま
し
ょ
う

　

夜
間
や
早
朝
、
山
間
部
な
ど
人
目
に
つ
か

な
い
と
こ
ろ
で
、
ご
み
の
投
棄
を
繰
り
返
す

悪
質
な
不
法
投
棄
が
発
生
し
て
い
ま
す
。
自

分
の
土
地
に
大
量
の
ご
み
を
捨
て
ら
れ
な
い

よ
う
に
、
定
期
的
に
見
回
り
を
し
て
し
っ
か

り
管
理
し
ま
し
ょ
う
。
不
法
投
棄
し
た
人
が

行
方
不
明
に
な
っ
た
り
、
撤
去
す
る
資
力
が

な
い
と
き
は
、
自
分
で
片
付
け
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
場
合
も
あ
り
ま
す
。
不
法
投
棄
を
見

か
け
た
ら
、
早
期
発
見
・
早
期
撤
去
の
た
め
、

通
報
を
お
願
い
し
ま
す
。

【
問
合
せ
】

　
　

環
境
政
策
課
廃
棄
物
対
策
係

　
（
☎
内
線
１
８
８
１
）

廃
棄
物
１
１
０
番

　
（
☎
０
１
２
０
‐
８
１
‐
５
３
２
４
）

西
部
環
境
森
林
事
務
所
廃
棄
物
係

　
（
☎
０
２
７
‐
３
２
３
‐
５
５
３
０
）

店
舗
な
ど
の
改
装
工
事
費
を

    

一
部
補
助
し
ま
す

　

市
で
は
、商
工
業
の
活
性
化
を
図
る
た
め
、

店
舗
な
ど
の
改
装
工
事
費
の
一
部
を
補
助
し

ま
す
。

　

小
売
業
、
宿
泊
業
、
飲
食
サ
ー
ビ
ス
業
、

生
活
関
連
サ
ー
ビ
ス
業
（
娯
楽
業
は
除
く
）

を
営
ん
で
い
る
人
で
、
店
舗
な
ど
の
改
装
を

計
画
さ
れ
て
い
る
人
は
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

【
名
称
】

安
中
市
店
舗
等
改
装
等
工
事
補
助
金

【
内
容
】
店
舗
な
ど
の
改
装
の
た
め
、
市
内

の
事
業
者
が
施
工
す
る
工
事
費
の
一
部
を
補

助
し
ま
す
。予
算
の
範
囲
内
で
実
施
し
ま
す
。

【
申
請
受
付
】
７
月
１
日
（
水
）
か
ら
10
月

30
日
（
金
）
ま
で

〇
申
請
が
予
算
を
超
え
た
時
点
で
受
付
を
終

了
し
ま
す
（
15
件
程
度
を
予
定
）。

【
補
助
内
容
】
補
助
金
の
額
は
、
対
象
と
な

る
改
装
工
事
費
に
１
０
０
分
の
30
を
乗
じ
て

得
た
額
と
し
、
補
助
金
の
交
付
限
度
額
は

20
万
円
で
す
。
な
お
、対
象
と
な
る
工
事
は
、

費
用
が
20
万
円
以
上
の
も
の
で
、
関
係
法
令

に
違
反
し
て
い
な
い
も
の
と
し
ま
す
。

【
注
意
事
項
】
補
助
金
の
交
付
決
定
前
に
、

す
で
に
着
手
し
て
い
る
工
事
は
対
象
と
な
り

ま
せ
ん
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。
ま
た
対
象

工
事
は
、
令
和
３
年
３
月
31
日
ま
で
に
完
了

す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

で
申
請
書
な
ど
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

【
問
合
せ
】　　

地
域
創
造
課
商
工
労
働
係

（
☎
内
線
２
６
２
１
・
２
６
２
７
）

本   

LED が照らし出すのは、環境にやさしい未来です。　　

  

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

対
策
の
寄
附
を
募
集
し
て
い
ま
す

　

市
で
は
、
５
月
20
日
か
ら
新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
感
染
症
対
策
全
般
に
活
用
す
る
こ
と

を
目
的
と
し
て
、
市
内
外
か
ら
寄
附
を
募
集

し
て
い
ま
す
。

【
寄
附
方
法
】

①
寄
附
申
込
書
に
よ
る
申
込
み

　

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
よ
り
寄
附
申
込
書
を
ダ

ウ
ン
ロ
ー
ド
し
て
い
た
だ
き
、
必
要
事
項
を

ご
記
入
の
う
え
、
郵
送
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
ま
た
は
電

子
メ
ー
ル
に
て　
　

企
画
課
企
画
調
整
係
宛

に
送
付
し
て
く
だ
さ
い
。
寄
附
申
込
書
が
印

刷
で
き
な
い
人
は
、
電
話
ま
た
は　
　

企
画

課
窓
口
で
も
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

②
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
申
込
み

　
『
ふ
る
さ
と
チ
ョ
イ
ス
』
の
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
よ
り
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

【
返
礼
品
に
つ
い
て
】

こ
の
寄
附
金
は
、ふ
る
さ
と
創
生
寄
附
金（
ふ

る
さ
と
納
税
制
度
）
を
活
用
し
た
寄
附
金
に

な
る
た
め
、
市
内
在
住
の
人
に
は
、
返
礼
品

を
送
付
し
て
い
ま
せ
ん
の
で
、
ご
了
承
く
だ

年 月 日号

松

ク

さ
い
。

【
税
制
優
遇
に
つ
い
て
】

寄
附
金
の
一
部
が
個
人
住
民
税
や
所
得
税
か

ら
控
除
さ
れ
ま
す
。（
上
限
あ
り
）

【
問
合
せ
】　　
企
画
課
企
画
調
整
係

（
☎
内
線
１
６
３
５
）
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農
業
委
員
会
か
ら
の
お
知
ら
せ

   　
農
地
の
利
用
状
況
調
査
を

   

実
施
し
ま
す

　

こ
の
調
査
は
、
全
国
の
農
業
委
員
会
組
織

で
統
一
し
て
実
施
す
る
も
の
で
す
。

　
「
利
用
状
況
調
査
」
は
、
農
地
法
第
30
条

に
基
づ
き
、
市
内
の
す
べ
て
の
農
地
に
つ
い

て
利
用
状
況
の
確
認
、
遊
休
農
地
の
実
態
把

握
と
発
生
防
止
・
解
消
、
ま
た
、
農
地
の
違

反
転
用
防
止
・
早
期
発
見
に
つ
い
て
重
点
的

に
取
り
組
み
、農
地
の
集
積
と
集
約
の
推
進
、

地
域
の
農
業
の
活
性
化
を
図
る
こ
と
を
目
的

と
し
て
い
ま
す
。
調
査
時
に
皆
さ
ん
の
農
地

に
立
ち
入
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
ご
理

解
、
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

まわりに迷惑をかけないよう、所有地については適正な管理をお願いします。　　

毎
年
６
月
23
日
～
29
日
は

男
女
共
同
参
画
週
間
で
す

　
﹁
そ
っ
か
︒
い
い
人
生
は
︑

　
　
　
　
い
い
時
間
の
使
い
方
な
ん
だ
︒﹂

　
﹁
ワ
ク
ワ
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
﹂

　
～
令
和
２
年
度
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
～

　

自
分
ら
し
い
充
実
し
た
人
生
を
送
る
た
め

に
は
、
性
別
に
か
か
わ
ら
ず
、
自
分
の
意
志

に
そ
っ
て
、「
仕
事
」
や
「
家
事
・
育
児
・

介
護
」、「
学
び
」、「
趣
味
・
娯
楽
」
な
ど
に
、

ど
の
よ
う
に
時
間
を
使
っ
て
バ
ラ
ン
ス
を
と

る
の
か
が
大
切
で
す
。
こ
の
機
会
に
、
自
身

の
「
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
」
に
つ

い
て
考
え
て
み
ま
せ
ん
か
。

〇
標
語
を
募
集
し
ま
す

　

昨
年
度
に
続
き
、
男
女
共
同
参
画
を
テ
ー

マ
と
し
た
標
語
コ
ン
ク
ー
ル
を
実
施
し
ま

す
。
募
集
期
間
な
ど
の
詳
細
は
、
後
日
お
し

ら
せ
版
と
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
ま
す
。

皆
さ
ん
の
ご
応
募
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

〇
安
中
市　

男
女
の
意
見
が
メ
ロ
デ
ィ
ー　
　

　

か
な
で
る　

魅
力
の
ま
ち

〇
男
の
意
見　

女
の
意
見　

合
わ
せ
た
意
見　

　

で
見
え
る
も
の

〇
お
互
い　

認
め
あ
お
う　

一
人
一
人
が　
　

　

輝
く
社
会
に
！

（
第
１
回
安
中
市
男
女
共
同
参
画
標
語
コ
ン

ク
ー
ル
最
優
秀
作
品
よ
り
）

【
問
合
せ
】　　

市
民
生
活
課
市
民
協
働
係

（
☎
内
線
１
１
３
９
）

　

調
査
に
よ
り
遊
休
農
地
と
判
定
さ
れ
た
農

地
の
所
有
者
に
は
、
農
地
法
第
32
条
に
基
づ

く
、
今
後
の
耕
作
や
貸
借
な
ど
の
農
地
利
用

の
意
思
に
つ
い
て
具
体
的
に
確
認
す
る
「
利

用
意
向
調
査
」
を
行
い
ま
す
。

【
実
施
期
間
】
７
月
～
11
月
の
間

【
対
象
農
地
】
市
内
す
べ
て
の
農
地

【
実
施
内
容
】

①
遊
休
農
地
お
よ
び
遊
休
農
地
の
恐
れ
の
あ

る
農
地
の
把
握
（
荒
廃
農
地
調
査
を
含
む
）

②
農
地
法
の
許
可
（
届
出
）
案
件
の
履
行
状

況
の
確
認

③
農
業
経
営
基
盤
強
化
促
進
法
に
よ
る
利
用

権
設
定
な
ど
農
地
の
履
行
状
況
の
確
認

④
農
地
の
違
反
転
用
の
発
生
防
止
と
早
期
発

見
・
是
正

⑤
相
続
税
ま
た
は
贈
与
税
の
納
税
猶
予
制
度

の
適
用
を
受
け
て
い
る
農
地
の
利
用
状
況
の

確
認

⑥
仮
登
記
農
地
の
利
用
状
況
の
確
認

⑦
営
農
型
発
電
設
備(

太
陽
光
パ
ネ
ル
な

ど
）
の
設
置
に
係
る
農
地
に
つ
い
て
の
適
切

な
営
農
状
況
の
確
認

⑧
農
業
者
年
金
制
度
に
か
か
る
特
定
処
分
対

象
農
地
の
利
用
状
況
の
確
認

【
そ
の
他
】

〇
実
施
に
あ
た
っ
て
は
、
全
国
農
業
会
議
所

の
農
地
パ
ト
ロ
ー
ル
（
利
用
状
況
調
査
）
実

施
要
領
に
準
拠
し
て
調
査
を
行
い
ま
す
。

本   

本   

適
正
管
理
で
農
地
を
守
り
ま
し
ょ
う

農
地
法
で
は
、
農
地
の
所
有
者
や
権
利
者

に
対
し
て
、
農
地
を
農
地
と
し
て
適
正
に
利

用
す
る
こ
と
を
義
務
付
け
て
い
ま
す
。

　

農
地
の
遊
休
化
が
進
む
と
、
害
虫
の
温
床

や
有
害
鳥
獣
の
す
み
か
、
火
災
の
発
生
源
に

な
る
恐
れ
が
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
ゴ
ミ
の
不
法
投
棄
な
ど
の
場
所
に

な
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
、
周
辺
の
農
地
や
住

環
境
は
も
と
よ
り
、
そ
の
地
域
全
体
の
活
力

に
も
影
響
を
与
え
て
し
ま
い
ま
す
。

　

耕
起
、
草
刈
り
、
除
草
な
ど
に
よ
る
農
地

の
適
正
な
管
理
を
お
願
い
し
ま
す
。

【
問
合
せ
】　　

農
業
委
員
会
事
務
局
（
☎
内

線
１
４
５
２
）本   

〇
草
刈
や
耕
起
な
ど
に
よ
り
、
農
地
を
再
生

し
利
用
す
る
か
、
い
つ
で
も
耕
作
可
能
な
状

態
に
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

【
問
合
せ
】　　
農
業
委
員
会
事
務
局
（
☎
内

線
１
４
５
２
）
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松

共
同
募
金
の
配
分
申
請
の

　
　
　

  

受
付
に
つ
い
て

　
「
共
同
募
金
の
配
分
」
を
希
望
す
る
法
人

や
団
体
の
申
請
を
受
け
付
け
ま
す
。

【
配
分
対
象
事
業
】
令
和
３
年
度
に
実
施
す

る
、
市
内
に
お
け
る
福
祉
活
動
を
目
的
と
し

た
次
の
事
業
が
対
象
で
す
。

①
施
設
・
設
備
・
備
品
整
備
配
分
（
福
祉
施

設
増
改
築
、
改
修
・
修
繕
、
福
祉
サ
ー
ビ
ス

利
用
者
の
た
め
に
直
接
必
要
な
物
品
な
ど
）

道
路
の
『
コ
サ
切
り
』
の
お
願
い

　　

道
路
に
枝
や
雑
草
が
張
り
出
し
て
、
通
行

の
支
障
に
な
っ
て
い
る
場
所
が
多
数
見
受
け

ら
れ
ま
す
。
こ
れ
ら
が
原
因
で
、
車
や
歩
行

者
に
事
故
が
発
生
し
た
場
合
、
樹
木
や
雑
草

が
生
え
て
い
る
土
地
の
所
有
者
が
責
任
を
問

わ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
た
め
、
定

期
的
な
『
コ
サ
切
り
』
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

特
に
、
児
童
生
徒
が
通
る
通
学
路
の
安
全

確
保
、
ま
た
、
大
雨
や
強
風
の
前
後
の
倒
木

に
も
ご
注
意
い
た
だ
き
、
良
好
な
管
理
を
重

ね
て
お
願
い
し
ま
す
。

※
『
コ
サ
』
と
は
、
樹
木
の
枝
や
雑
草
が
畑

を
日
陰
に
し
た
り
、
道
路
に
張
り
出
し
て
通

行
に
支
障
が
出
た
り
す
る
様
子
の
こ
と
を
言

い
ま
す
。

【
問
合
せ
】　　

土
木
課
庶
務
係
（
☎
内
線

１
２
０
３
）　　

土
木
課
工
務
２
係
（
☎
内

線
２
１
４
２
） 本   

自
死
遺
族
相
談
の
ご
案
内

　

ご
家
族
な
ど
の
大
切
な
人
を
自
死
で
亡
く

し
た
と
き
、
遺
さ
れ
た
人
が
大
き
な
シ
ョ
ッ

ク
を
受
け
、
悲
し
み
、
不
安
、
怒
り
な
ど
の

様
々
な
感
情
を
抱
く
の
は
自
然
な
こ
と
で

す
。
し
か
し
、
そ
の
気
持
ち
を
周
囲
に
話
す

こ
と
は
難
し
く
、
複
雑
な
気
持
ち
を
ひ
と
り

で
抱
え
る
人
も
多
い
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

群
馬
県
こ
こ
ろ
の
健
康
セ
ン
タ
ー
で
は
、

ご
遺
族
な
ど
が
安
心
し
て
思
い
を
語
れ
る
自

死
遺
族
相
談
を
開
催
し
て
い
ま
す
。
精
神
科

医
師
・
保
健
師
が
お
話
を
う
か
が
い
、
秘
密

は
堅
く
守
ら
れ
ま
す
。

【
対
象
者
】
ご
家
族
な
ど
を
自
死
で
亡
く
さ

れ
た
人（
家
族
、婚
約
者
、親
し
い
友
人
な
ど
）

【
日
時
】
原
則
、
毎
月
第
１
木
曜
日　
　
　

午
後
１
時
30
分
か
ら
（
予
約
制
）

 

「
優
良
自
動
車
運
転
者
表
彰
」          

　

受
付
の
お
知
ら
せ　

　

令
和
２
年
度
秋
の
表
彰
に
あ
た
り
、
次
に

よ
り
優
良
自
動
車
運
転
者
の
表
彰
受
付
を
行

い
ま
す
。

【
申
請
期
間
】７
月
15
日（
水
）ま
で

【
必
要
書
類
】運
転
免
許
証
、交
通
安
全
協
会
会

②
事
業
経
費
配
分
（
福
祉
団
体
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
・

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
な
ど
が
実
施
す
る
啓

発
・
研
修
、
福
祉
相
談
な
ど
）

③
運
営
費
配
分
（
福
祉
活
動
を
目
的
と
し
て

設
立
さ
れ
た
、
法
人
格
の
な
い
団
体
の
活
動

経
費
）

※
介
護
保
険
事
業
は
原
則
対
象
外
で
す
。

※
法
人
格
の
あ
る
団
体
（
社
会
福
祉
法
人
、

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
な
ど
）
が
申
請
で
き
る
の
は
、

①
②
で
す
。

※
同
一
法
人
・
団
体
が
、
複
数
の
申
請
書
を

提
出
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

【
配
分
率
】総
事
業
費
の
75
％
以
内（
①
の
み
）

【
配
分
額
の
限
度
額
】
上
限
は
①
１
０
０
万

円
②
30
万
円
で
、
上
限
額
の
範
囲
内
で
申
請

で
き
ま
す
。
③
に
つ
い
て
は
、
１
団
体
５
万

円
ま
で
で
す
。

※
広
域
的
な
活
動
へ
の
配
分
は
群
馬
県
共
同

募
金
会
で
受
け
付
け
し
ま
す
。
受
付
期
間
な

ど
の
詳
細
は
群
馬
県
共
同
募
金
会
に
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。（
群
馬
県
共
同
募
金
会

☎
０
２
７
‐
２
５
５
‐
６
５
９
６
）

【
申
請
方
法
】
所
定
の
申
請
用
紙
で
申
請
し

て
く
だ
さ
い
。

※
添
付
書
類
…
見
積
書
、
定
款
、
予
算
書
、

決
算
書
な
ど

【
申
請
期
間
】

①
施
設
・
設
備
・
備
品
整
備
配
分

６
月
15
日
（
月
）
～
７
月
15
日
（
水
）

員
証
、は
ん
こ
、証
明
手
数
料
６
７
０
円

【
該
当
基
準
】

○
銅
章  

５
年
以
上
無
事
故
無
違
反
の
運
転
者

○
銀
章　

10
年
以
上

○
金
章　

15
年
以
上

○
金
冠
銀
章　

20
年
以
上

○
金
冠
金
章　

30
年
以
上

○
旭
日
金
冠
章　

40
年
以
上

※
安
中
交
通
安
全
協
会
会
員
の
人
で
、ご
家

族
・
ご
夫
婦
で
表
彰
を
受
け
る
人（
フ
ァ
ミ

リ
ー
賞
、お
し
ど
り
賞
を
別
に
表
彰
）は
、窓

口
で
申
し
出
て
く
だ
さ
い
。

【
申
請
・
問
合
せ
】　

安
中
交
通
安
全
協
会　

（
☎
３
８
２
‐
０
２
１
１
）

安
中
交
通
安
全
協
会
松
井
田
支
所

（
☎
３
９
３
‐
２
４
５
５
）

※
松
井
田
支
所
は
、開
設
日（
水
曜
日
・
午
前
９

時
～
午
後
4
時
）の
み
の
受
け
付
け
と
な
り

ま
す
。

②
事
業
経
費
配
分

６
月
15
日
（
月
）
～
７
月
15
日
（
水
）

③
運
営
費
配
分　

６
月
15
日
（
月
）
～
７
月
31
日
（
金
）

※
郵
送
に
よ
る
提
出
は
不
可
。
直
接
左
記
に

書
類
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

【
申
請
用
紙
配
布
・
受
付
・
問
合
せ
】

社
会
福
祉
協
議
会

安
中
本
所
（
☎
３
８
２
‐
８
３
９
７
）

松
井
田
支
所
（
☎
３
９
３
‐
３
９
４
８
）

かわいそうな命を減らすため、去勢・不妊手術を行いましょう。　
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太
陽
光
発
電
設
備
設
置
条
例
の

適
用
事
業
が
拡
大
さ
れ
ま
す

　

令
和
２
年
10
月
１
日
か
ら
「
安
中
市
に
お

け
る
太
陽
光
発
電
設
備
の
設
置
に
関
す
る
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
」
が
施
行
さ
れ

ま
す
。

【
改
正
理
由
】
昨
年
の
台
風
19
号
の
影
響
に

よ
り
発
生
し
た
全
国
に
お
け
る
土
砂
災
害
に

つ
い
て
、
発
生
箇
所
の
36
％
が
土
砂
災
害
警

戒
区
域
お
よ
び
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
外

で
発
生
し
て
い
る
こ
と
や
、
県
内
他
自
治
体

に
お
け
る
同
様
の
条
例
な
ど
の
適
用
面
積
を

考
慮
し
た
結
果
、
本
市
条
例
に
お
い
て
も
、

適
用
事
業
の
面
積
要
件
を
引
き
下
げ
、
対
象

を
拡
大
す
る
必
要
が
生
じ
た
た
め
で
す
。

【
改
正
内
容
】
そ
の
他
の
区
域
適
用
事
業
（
太

陽
光
発
電
設
備
の
設
置
区
域
が
土
砂
災
害
警

戒
区
域
お
よ
び
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域

外
に
位
置
す
る
事
業
）
の
面
積
要
件
を
３
，

０
０
０
㎡
以
上
か
ら
１
，
０
０
０
㎡
以
上
に

改
正
し
ま
す
。

※
詳
細
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（
産
業
・
ビ
ジ

ネ
ス
↓
安
中
市
に
お
け
る
太
陽
光
発
電
設
備

の
設
置
に
関
す
る
条
例
に
つ
い
て
）
を
ご
覧

い
た
だ
く
か
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

【
問
合
せ
】　　
都
市
整
備
課
開
発
係
（
☎
内

線
１
２
１
８
）

〇おしらせ版あんなか 5 月 15 日号７ページ　
　「安中市６次産業化支援事業について」の　
　記載に誤りがありました。
　正しくは下記のとおりです。

誤：「施設整備」１団体あたり  ５０万円以内
正：「施設整備」１団体あたり１００万円以内　

　
働
く
妊
婦
・
事
業
主
の
皆
さ
ん
へ

﹁
母
性
健
康
管
理
措
置
﹂
に

　
　
　
　
　
関
す
る
お
知
ら
せ

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
関
し

て
感
染
の
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
は
母
性
健

康
管
理
措
置
が
適
用
さ
れ
ま
す
。
詳
し
く

は
、
厚
生
労
働
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く

だ
さ
い
。（https://w

w
w.m

hw.go.jp/stf/
new

page 11067.htm
l

）

【
問
合
せ
】
群
馬
労
働
局
雇
用
環
境
・
均
等

室
（
☎
０
２
７
‐
８
９
６
‐
４
７
３
９
）

　
働
く
方
・
事
業
主
の
皆
さ
ん
へ

﹁
パ
ワ
ー
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
防
止
﹂　　
　

　
　
　
　
に
関
す
る
お
知
ら
せ

　

職
場
に
お
け
る
パ
ワ
ー
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
防

止
措
置
が
６
月
１
日
（
月
）
よ
り
事
業
主
の

義
務
と
な
り
ま
す
（
中
小
企
業
主
は
令
和
４

年
３
月
31
日
ま
で
は
努
力
義
務
）。
詳
し
く

は
、
厚
生
労
働
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。（https://w

w
w.m

hlw.go.jp/
stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_
roudou/koyoukintou/seisaku06/
index.htm

l

）

【
問
合
せ
】
群
馬
労
働
局
雇
用
環
境
・
均
等

室
（
☎
０
２
７
‐
８
９
６
‐
４
７
３
９
）

〇広報あんなか 6 月 1 日号 3 ページ
　「新型コロナウイルス感染症支援策　　
　生活支援（個人向け）」の中の記載　
　に誤りがありました。
　正しくは下記のとおりです。

  　
　誤：﹁微収猶予特例制度」

  　　正：「徴収猶予特例制度」

お詫びと訂正

お詫びして訂正いたします。

【
場
所
】
群
馬
県
こ
こ
ろ
の
健
康
セ
ン
タ
ー　

（
前
橋
市
野
中
町
３
６
８
）

【
申
込
み
】
事
前
に
群
馬
県
こ
こ
ろ
の
健
康

セ
ン
タ
ー
に
電
話
で
お
申
込
み
く
だ
さ
い
。

（
☎
０
２
７
‐
２
６
３
‐
１
１
５
６
）

群
馬
県
介
護
支
援
専
門
員

    ︵
ケ
ア
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
︶実
務

  

研
修
受
講
試
験
の
実
施
に
つ
い
て

【
試
験
日
】10
月
11
日（
日
）

【
試
験
会
場
】県
内
の
複
数
の
大
学
な
ど

【
受
験
資
格
】保
健
・
医
療
・
福
祉
分
野
で
５
年

以
上
か
つ
、９
０
０
日
以
上
の
実
務
経
験
の

あ
る
人

【
申
込
期
限
】６
月
30
日（
火
）

【
申
込
方
法
】試
験
案
内
に
付
属
の
受
験
申
込

書
に
よ
り
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い（
簡
易
書

留
に
よ
る
郵
送
の
み
）。

【
試
験
案
内
の
配
布
場
所
】

○
県
内
各
市
町
村
役
場

※
本
市
で
は　

介
護
高
齢
課
介
護
保
険
係

お
よ
び　

  

住
民
福
祉
課
健
康
介
護
係

○
県
庁（
介
護
高
齢
課
、県
民
セ
ン
タ
ー
）

○
県
内
の
各
保
健
福
祉
事
務
所

○
群
馬
県
社
会
福
祉
協
議
会
福
祉
人
材
課

（
県
社
会
福
祉
総
合
セ
ン
タ
ー
６
階
）

【
問
合
せ
】群
馬
県
社
会
福
祉
協
議
会
福
祉
人

材
課

（
☎
０
２
７
‐
２
８
０
‐
４
１
０
７
）

松

本   

エコドライブ、ふんわりアクセルを踏んで、温暖化にブレーキをかけましょう。

本   
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本   

市
民
卓
球
大
会
中
止
の
お
知
ら
せ

　

６
月
20
日
（
土
）
に
予
定
し
て
い
た
卓
球

大
会
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
予
防

の
た
め
中
止
と
な
り
ま
し
た
。

【
問
合
せ
】
市
ス
ポ
ー
ツ
協
会
卓
球
部
・
田

口
（
☎
０
９
０
‐
８
８
１
１
‐
８
７
８
５
）

　
「
親
と
子
の
木
工
広
場
﹂
は

　
　
　
　
中
止
に
な
り
ま
し
た

　

毎
年
８
月
の
第
１
日
曜
日
に
実
施
し
、
多

く
の
皆
さ
ん
に
参
加
し
て
い
た
だ
い
て
い
る

「
親
と
子
の
木
工
広
場
」
は
、
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
の
感
染
拡
大
防
止
の
た
め
、
安
中

会
場
（
中
央
体
育
館
）・
松
井
田
会
場
（
松

井
田
体
育
館
）
と
も
中
止
に
な
り
ま
し
た
。

【
問
合
せ
】　　

生
涯
学
習
課
社
会
教
育
係

（
☎
内
線
２
２
４
３
）

＊
午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時
の
間
に
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

税
務
職
員
採
用
試
験

　

税
務
署
や
国
税
局
で
「
税
の
ス
ペ
シ
ャ
リ

ス
ト
」
と
し
て
勤
務
す
る
税
務
職
員
（
国
家

公
務
員
）
を
募
集
し
ま
す
。

【
受
験
資
格
】　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

①
令
和
２
年
４
月
１
日
に
お
い
て
高
等
学
校

ま
た
は
中
等
教
育
学
校
を
卒
業
し
た
日
の
翌

日
か
ら
起
算
し
て
3
年
を
経
過
し
て
い
な
い

者
お
よ
び
令
和
３
年
３
月
ま
で
に
高
等
学
校

ま
た
は
中
等
教
育
学
校
卒
業
見
込
み
の
者

②
人
事
院
が
右
記
①
に
掲
げ
る
者
に
準
ず
る

と
認
め
る
者   

【
試
験
の
程
度
】
高
等
学
校
卒
業
程
度　

【
申
込
方
法
】
原
則
：
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
申

込
み
…
次
の
ア
ド
レ
ス
へ
ア
ク
セ
ス
す
る

 http://w
w

w
.jinji-shiken.go.jp/juken.

htm
l 

○
受
付
期
間
…
６
月
22
日
（
月
）
午
前
９
時

～
７
月
１
日
（
水
）
受
信
有
効　
　

【
試
験
日
】第
１
次
試
験
日
…
９
月
６
日（
日
）

第
２
次
試
験
日
…
10
月
14
日
（
水
）
～
23
日

（
金
）
の
い
ず
れ
か
第
１
次
試
験
合
格
通
知

書
で
指
定
す
る
日
時　

【
問
合
せ
】
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
申
込
み
に
関

す
る
こ
と
…
人
事
院
人
材
局
試
験
課
（
☎

０
３
‐
３
５
８
１
‐
５
３
１
１
）　

そ
の
他
の
こ
と
…
関
東
信
越
国
税
局
人
事

第
二
課
試
験
係
（
☎
０
４
８
‐
６
０
０
‐

３
１
１
１
）　

　
﹁
未
就
労
の
若
者
の
就
職
を

　
　
考
え
る
保
護
者
セ
ミ
ナ
ー
﹂

　
　
　
　
　
　
開
催
の
お
知
ら
せ

　

市
で
は
、
就
職
の
こ
と
で
悩
ん
で
い
る
未

就
労
の
若
者
の
保
護
者
の
た
め
の
セ
ミ
ナ
ー

を
開
催
し
ま
す
。

【
日
時
】
７
月
７
日
（
火
）

　
　
　

午
後
１
時
30
分
～
３
時

【
会
場
】　　
２
０
２
会
議
室

【
対
象
】「
未
就
労
」
の
若
者
の
保
護
者

【
定
員
】
10
人
（
先
着
）

【
内
容
】

①
サ
ポ
ー
ト
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
な
ど
の
支
援
機

　

関
の
情
報
提
供

②
我
が
子
を
取
り
巻
く
就
職（
ま
た
は
就
活
）　

　

事
情

③
我
が
子
へ
の
関
わ
り
方

【
講
師
】ぐ
ん
ま
若
者
サ
ポ
ー
ト
ス
テ
ー
シ
ョ

ン
統
括
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
唐
沢
文
彦
氏

【
申
込
み
・
問
合
せ
】　　

福
祉
課
社
会
福
祉

係
（
☎
内
線
１
１
９
４
）

※
定
員
に
達
し
た
時
点
で
受
付
を
終
了
し
ま

す
。

　
原
市
保
育
園
の
職
員
を

　
　
　
　
　
　
　
募
集
し
ま
す

　

原
市
保
育
園
に
勤
務
す
る
保
育
士
（
会
計

年
度
任
用
職
員
）
を
募
集
し
ま
す
。

【
職
務
】
保
育
業
務
（
要
資
格
）

【
期
間
】
７
月
１
日
～
令
和
３
年
３
月
31
日

（
継
続
あ
り
）

【
勤
務
時
間
】
午
前
８
時
30
分
か
ら
午
後
４

時
30
分
（
う
ち
１
時
間
休
憩
）

【
勤
務
日
】

月
～
金
（
月
２
日
程
度
早
番
、
遅
番
勤
務
あ

り
）

土
（
２
～
３
カ
月
に
１
度
程
度
勤
務
あ
り
）

【
募
集
人
員
】
若
干
名

【
報
酬
】
月
額
１
７
０
︐
４
０
０
円

【
応
募
期
間
】
６
月
24
日
（
水
）
ま
で

【
選
抜
方
法
】
面
接

【
申
込
方
法
】
市
販
の
履
歴
書
（
写
真
添
付
）

に
必
要
事
項
を
記
入
の
う
え
、
原
市
保
育
園

ま
で
郵
送
ま
た
は
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

【
申
込
み
・
問
合
せ
】
原
市
保
育
園　

（
〒
３
７
９
‐
０
１
３
４
安
中
市
簗
瀬
２
５

‐
１
☎
３
８
５
‐
５
２
３
３
）

本 ＝本庁舎　松＝松井田庁舎　 谷 ＝谷津庁舎　 ク ＝碓氷川クリーンセンター　 ス ＝スポーツセンター 令和 2 年６月１５日号

ごみの焼却（野焼き）は禁止されています。　

松

本   
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～コロナウイルス感染拡大を防ぐために～　
日常生活を営む上での基本的生活様式

〇まめに手洗い・手指消毒
〇咳エチケットの徹底
〇こまめに換気
〇身体的距離の確保
〇「３密」の回避（密集・密接・密閉）
〇毎朝体温測定、健康チェック。発熱または風邪の症状がある場合は無理せず自宅で療養

7
月  

古
紙
・
古
着
等
行
政
回
収  

収
集
日
程
表

収
集
日

収

集

地

区

名

１
日

（水）

安
中
１
区（
Ｊ
Ｒ
安
中
駅
よ
り
西
側
）・
安
中
２
区
～
11
区（
並
木
団
地
・

遠
丸
団
地
・
下
高
別
当
地
区
を
除
く
）・
九
十
九
地
区
・
細
野
地
区

８
日

（水）

安
中
１
区（
Ｊ
Ｒ
安
中
駅
よ
り
東
側
）・
遠
丸
団
地
・
下
高
別
当
地
区
・

岩
野
谷
地
区
・
板
鼻
地
区
・
新
堀
地
区（
源
个
原
地
区
を
除
く
）・

松
井
田
地
区
・
臼
井
地
区
・
坂
本
地
区

15
日

（水）

安
中
12
区
・
原
市
地
区
・
並
木
団
地
・
秋
間
地
区
・
後
閑
地
区

22
日

（水）

磯
部
地
区
・
東
横
野
地
区
・
西
横
野
地
区
・
源
个
原
地
区

※
古
紙
は
雨
天
で
も
回
収
し
ま
す
︒

※
古
着・
古
布
は
︑新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
の
影
響
で
リ
サ
イ
ク
ル

　
が
困
難
な
状
況
に
あ
る
た
め
︑当
面
の
間
は
出
す
の
を
控
え
︑で
き
る
限
り

　
ご
家
庭
に
て
保
管
し
て
く
だ
さ
い
。

※
収
集
日
当
日（
朝
８
時
ま
で
）に
お
住
ま
い
の
地
域
の
決
め
ら
れ
た
ご
み
ス
テ
ー

　

シ
ョ
ン
に
出
し
て
く
だ
さ
い
。（
前
日
な
ど
に
は
出
さ
な
い
。）

※
出
し
方
な
ど
の
詳
細
は
、「
家
庭
ご
み
収
集
日
程
表
」ま
た
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

　

ご
覧
く
だ
さ
い
。

︻
問
合
せ
︼　     

環
境
政
策
課
廃
棄
物
対
策
係（
☎
内
線
１
８
８
１
）

ク 

サーベイメーターによる空間放射線量の測定について
　市では、市役所本庁を始め、松井田庁舎、小中学校などで放射線量の測定を行っています。
　本庁と松井田庁舎以外の測定結果については、市ホームページをご覧いただくか、お問い
　合わせください。

　【測定高】地表より１００ｃｍ　　　　　　        　（単位　マイクロシーベルト / １時間）
　　　　　　　　　  　　　     測定地測定月日 安 中 市 役 所 本 庁 松 井 田 庁 舎

５月１９日（火） ０．０４５ ０．０５２

　　　　　　　　　（国の定める除染基準は０．２３０マイクロシーベルト／１時間です）
　　　　　　　 　　　　　　
　【問合せ】空間放射線量に関すること… ク 環境政策課環境推進係（☎内線１８８２）または
　　　　　　　　　　　　　　　　　       　総務管理課管理係（☎内線２１１４）

生ごみの 70 ～ 80％は水分です。捨てる前にひとしぼりしましょう。約 10％減量できます。

こ こ ろ の 健 康 相 談

｢こころの健康相談」
    （予約制）を実施します。

　心に悩みや不安のある人、お
酒の問題でお悩みの人、認知症
などについて心配のある人およ
び家族の相談に応じます。
　費用は無料です。
　　

【日時】　 ６月２３日（火）
　　　　７月２８日（火）
　　　　 午後１時～５時
 【場所】安中保健福祉事務所
 （安中市高別当３３６‐８）

 【予約先】安中保健福祉事務所
　 （☎３８１‐０３４５） 

　費用は無料です。

松

《出典：厚生労働省ＨＰ》
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　 本 ＝本庁舎　松＝松井田庁舎　 谷 ＝谷津庁舎　 ク ＝碓氷川クリーンセンター　 ス ＝スポーツセンター  再生紙使用

７月の休日当番医

※公立碓氷病院、須藤病院、正田病院、松井田病院以外の内科の当番医は、診療時間が午前９時から午後６時
　までです。午後６時以降は、外科の当番医で受診してください。

【問合せ】 本健康づくり課保健指導係
　　　　  （☎内線１１７４）

　　　　  松住民福祉課健康介護係
　　　　  （☎内線２１５１）

 ７月の健康ガイド

◆ 乳 幼 児 健 診 ◆

７月 内　　科 外　　科
　５日 日 アミヤ医院　　　　　  ☎３８５- １５１１ 松井田病院　　　　　    ☎３９３- １３０１

１２日 日 田口医院　　　　　　  ☎３９３- １７３１ 正田病院　　　 　      　  ☎３８２- １１２３

１９日 日 有坂内科医院　　　　  ☎３８１- ０４８５ いのうえ整形外科・内科     ☎３８０- １７１７
※午後６時以降は須藤病院   ☎３８２- ３１３１

２３日 木・祝 本多病院　　　　　　  ☎３８２- １２５５ 須藤病院　　　 　      　  ☎３８２- ３１３１

２４日 金・祝 公立碓氷病院　　 　     ☎ ３８５- ８２２１ 公立碓氷病院　　 　　    ☎ ３８５- ８２２１

２６日 日 武井内科循環器科   　   ☎３９３- １００５ 正田病院　　　 　      　  ☎３８２- １１２３

市 内 全 地 区 対 象市 内 全 地 区 対 象
持ち物持ち物

と　きと　き 該 当 児該 当 児 受　付受　付 会　場会　場

４か月児健診４か月児健診 ２８日（火） 令和２年３月生 午後１時～２時 安中市保健センター

母子手帳、バスタオル、

４か月児健康診査票、

健康チェック票、子育て支援ノート

健やか親子 21 アンケート

８か月児健診８か月児健診 ２１日（火） 令和元年９月生 午後１時～２時 安中市保健センター
母子手帳、バスタオル、

８か月児健康診査票、

健康チェック票、子育て支援ノート

１ 歳 児１ 歳 児
すくすく相談すくすく相談

２９日（水） 令和元年６月生   午後１時～２時 安中市保健センター
母子手帳、バスタオル、

１歳児すくすく相談票、

健康チェック票、子育て支援ノート

２ 歳 児２ 歳 児
歯科健診歯科健診

２２日（水） 平成 30 年５月生 午後１時～２時 安中市保健センター
母子手帳、バスタオル、

２歳児歯科健康診査票、

健康チェック票、子育て支援ノート

２歳６か月児２歳６か月児
歯科健診歯科健診

３０日（木）平成 29 年 11 月生 午後１時～２時 安中市保健センター
母子手帳、バスタオル、

２歳６か月児歯科健康診査票、

健康チェック票、子育て支援ノート

安中市保健センター安中市保健センター
【受付】午後１時～２時
【地区】安中・原市・磯部・東横野
　　　岩野谷・板鼻・秋間・後閑

松井田保健センター松井田保健センター
【受付】午後１時 15 分～１時 45 分
【地区】松井田・臼井・坂本・
　　　西横野・九十九・細野

持ち物持ち物

と　きと　き 該 当 児該 当 児 と　きと　き 該 当 児該 当 児

1 歳６か月児1 歳６か月児
健診健診

８日（水） 平成 30 年 11 月生
　　　　　12 月生

８月に実施します
（隔月の実施）

母子手帳、バスタオル、

１歳６か月児健康診査票、

健康チェック票、子育て支援ノート

健やか親子 21 アンケート

３ 歳 児３ 歳 児
健診健診

 ２日（木） 平成２9 年５月生

母子手帳、バスタオル、

３歳児健康診査票、当日尿

健康チェック票、子育て支援ノート

健やか親子 21 アンケート

※今後の新型コロナウイルスをめぐる状況の変化によっては、日程を変更する場合があります。その際は

   個別通知でご案内します。

※幼児健診・1 歳児すくすく相談でのフッ素塗布については、新型コロナウイルス感染防止のため中止します。

※お子様やご家族（保護者やごきょうだいなど）で２週間以内に３７．５度以上の熱や咳・鼻水・下痢など

   の症状がある場合、水ぼうそうやおたふくなどの感染が疑われる場合は健診を受診することができません。

※該当する日程・会場以外で受診される場合は、事前にご連絡ください。


